
東峰村交流促進施設鼓の里（鼓の里公園） 

指定管理者業務仕様書 

 

１ 趣旨 

この仕様書は、鼓の里公園の指定管理者が行う業務の内容及び範囲等について

定めるものである。 

 

２ 管理運営の基本方針 

指定管理者は、鼓の里公園を運営するにあたり、次の項目に沿って行うこと。 

    (1) 鼓の里公園の設置目的に基づき、管理運営を行うこと。 

    (2) 公の施設であることを常に念頭において、公序良俗に反しない公平、公正

な運営を行うこと。 

    (3) 利用者が利用しやすいようサービスの向上に努めること。 

    (4) 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の節減に努めること。 

    (5) 常に善良な管理者の注意を持って管理運営に努めること。 

    (6) 業務の全部または主たる事業を一括して第三者に委託し、または請け負わ

せないこと。 

    (7) 業務の実施にあたっては、関連する法令等を遵守すること。 

    (8) 東峰村個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条例第１号）に基 

づき、個人情報の保護を徹底すること。 

 

３ 営業期間 

 施設の営業期間および営業時間は以下のとおりとする。 

区分 営業期間 営業時間 

交流センター 

研修室 通年 

8：3０から２２：００まで 実習室 通年 

食文化体験室 通年 

宿泊 通年 １４：００から翌日１０：００まで 

シャワー 通年 － 

宿泊施設（コテージ） 通年 １４：００から翌日１０：００まで 

キャンプ場（テントサイト） 通年 １４：００から翌日１０：００まで 

 

４ 指定管理者が行う業務の範囲 

 鼓の里公園の管理運営については、東峰村交流促進施設鼓の里条例（平成１７年

条例第１１３号）及び東峰村交流促進施設鼓の里条例施行規則（平成１７年規則第７５

号）に基づき、施設設置目的を達成するため必要な事業を実施するものとする。 



(1) 施設の運営に関する業務 

① 基本的事項 

ア 利用者の利便性及び安全性に十分配慮すること。 

イ 災害時、緊急時の利用者の避難、誘導及び安全確保について計画し、的 

確な対応を行うこと。 

② 施設の使用許可に関すること。 

ア 条例で定める使用の許可が可能な施設について、使用の許可及び許可の 

取り消しを行うこと。 

イ 使用手続きに必要な書類は、指定管理者において作成すること。 

③ 使用料の設定及び徴収に関すること。 

ア 条例に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ村の許可を受け 

て使用料の額を定め、公表すること。 

イ 使用料の支払い時期を定めること。 

ウ 使用料の減免については、村の許可を受けた上で設定すること。 

④ その他 

ア 施設のＰＲ及び情報提供のために、必要な媒体の作成、配布等を行い、利 

用者の確保に努めること。 

イ 電話での問合わせ等について、適切な対応を行うこと。 

ウ 施設の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切 

な対応をするとともに、村担当課へ速やかに概要を報告すること。 

 

(2) 施設の維持管理に関すること。 

指定管理者は、鼓の里公園の施設及び設備の機能と環境を良好に維持し、サービ

スの提供が常に円滑に行われるよう、施設及び設備の日常点検や保守管理業務を

行うものとする。 

① 保守管理業務 

ア 法定点検業務 

イ 自主点検等管理業務 

ウ その他点検業務 

② 清掃・保全警備業務 

ア 日常清掃 

施設内及びトイレ、駐車場、ゴミ収集所等の清掃について随時実施すること。 

イ 定期清掃 

窓ガラス清掃等日常的に行うことが困難な清掃業務については、利用者の頻

度等に応じて定期的に清掃を行うこと。 

 



ウ 保安警備業務 

施設内の秩序を維持し、事故、火災等の災害及び事故の発生を警戒、防止し、

利用者の安全を守るとともに財産の保全を図るため、保安警備を適切に行うこと。 

エ 備品等の管理 

物品管理簿等で管理を行うほか、維持管理を行うとともに、破損、不具合が生

じた場合は、速やかに使用を停止する措置を講じること。 

 

(3) 職員の配置に関すること 

① 鼓の里公園の管理運営にあたり、最適な職員を配置すること。 

② 安全な管理運営を行うにあたり、業務に応じて必要な知識、資格を有する者を 

配置すること。 

③ 職員の勤務形態は、労働基準法を遵守し、業務の実施に支障がないように努 

めること。 

④ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

 

５ 計画の策定と報告業務等 

(1) 事業計画書及び自主事業計画書の作成 

指定管理者は、所定の様式に基づき、施設の設置目的を十分に踏まえた上で、 

創意工夫した事業計画書等を毎年度村が指定する期日までに提出すること。 

 

(2) 事業報告書の作成 

指定管理者は、前年度の事業報告書を年度終了後 30日以内までに作成の上、

村へ提出すること。なお、事業報告書には次の事項を記載すること。 

① 本業務の実施状況に関する事項 

② 管理施設の利用状況に関する事項 

③ 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等 

④ 自主事業の実施状況に関する事項 

⑤ その他村が指示する事項 

 

(3) 村との連絡調整 

指定管理者は、東峰村役場ふるさと推進課と緊密に連携し、積極的に連絡調整 

を行うことで業務の円滑化を図ること。 

 

６ その他留意事項 

(1) 保険への加入 

指定管理者は、仕様書に定める自らのリスクに対して、適切な範囲内で保険等 



に加入すること。 

 

(2) 物品等の帰属 

① 施設に備え付けの物品や村が購入した備品等については、村に帰属 

するものとする。 

② 指定管理者が指定期間中に、自らの費用で購入した物品については、指定 

管理者に帰属するものとする。 

 

７ 協議 

 指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び

範囲等について疑義が生じたときは、村と協議し決定するものとする。 


